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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
に
係
わ
る
調
査
研
究
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
金
額
の
内
訳
は
、
内
閣
府
（
旧
総
理
府
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
二
年
度
が
約
十
七
億

六
千
万
円
、
平
成
十
三
年
度
が
約
四
十
億
四
千
万
円
、
平
成
十
四
年
度
が
約
六
十
億
五
千
万
円
、
平
成
十
五
年
度
が
約
三
十

八
億
五
千
万
円
で
あ
り
、
外
務
省
に
つ
い
て
は
、
平
成
八
年
度
が
約
四
億
二
千
万
円
、
平
成
九
年
度
が
約
四
億
八
千
万
円
、

平
成
十
年
度
が
約
四
億
四
千
万
円
、
平
成
十
一
年
度
が
約
五
億
円
、
平
成
十
二
年
度
が
約
一
億
五
千
万
円
、
平
成
十
三
年
度

が
約
二
億
五
千
万
円
、
平
成
十
四
年
度
が
約
一
億
一
千
万
円
、
平
成
十
五
年
度
が
約
三
千
万
円
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
金
額
は
、
内
閣
府
に
つ
い
て
は
、
社
団
法
人
日
本
防
衛
装
備
工
業
会
に
対
す
る
も
の
が
平
成
十
二
年
度
及
び
平

成
十
三
年
度
に
約
三
億
円
、
財
団
法
人
化
学
物
質
評
価
研
究
機
構
に
対
す
る
も
の
が
平
成
十
二
年
度
及
び
平
成
十
三
年
度
に

約
二
億
二
千
万
円
で
あ
り
、
外
務
省
に
つ
い
て
は
、
株
式
会
社
小
松
製
作
所
に
対
す
る
も
の
が
平
成
五
年
度
か
ら
平
成
七
年

度
ま
で
の
間
に
約
九
千
万
円
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

一



内
閣
府
及
び
外
務
省
は
、
中
国
国
内
に
お
け
る
遺
棄
化
学
兵
器
埋
設
地
区
に
お
け
る
現
地
調
査
、
当
該
地
区
に
お
け
る
環

境
や
安
全
性
に
十
分
に
配
慮
し
た
発
掘
回
収
調
査
、
遺
棄
化
学
兵
器
の
無
害
化
処
理
技
術
の
研
究
及
び
提
案
等
の
業
務
を
財

団
法
人
日
本
国
際
問
題
研
究
所
（
以
下
「
国
問
研
」
と
い
う
。
）
に
委
託
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
国
問
研
は
、
委
託
さ

れ
た
業
務
を
適
切
に
行
っ
て
き
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
内
閣
府
が
、
社
団
法
人
日
本
防
衛
装
備
工
業
会
に
委
託
し

た
業
務
は
、
有
毒
発
炎
筒
の
前
処
理
基
礎
実
証
試
験
を
実
施
し
、
そ
の
有
効
性
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
財
団
法

人
化
学
物
質
評
価
研
究
機
構
に
委
託
し
た
業
務
は
、中
国
に
お
け
る
遺
棄
化
学
兵
器
の
処
理
に
関
連
す
る
分
析
技
術
の
検
討
、

環
境
試
料
中
の
化
学
剤
等
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ
分
析
方
法
の
検
討
等
で
あ
る
。
ま
た
、
外
務
省
が
、
株
式
会
社
小
松
製
作
所
に

委
託
し
た
業
務
は
、
国
問
研
に
軍
縮
・
不
拡
散
促
進
セ
ン
タ
ー
が
附
置
さ
れ
る
以
前
の
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
事
業
の
初
期
段

階
に
お
い
て
、
民
間
の
専
門
家
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
中
国
各
地
に
お
け
る
遺
棄
化
学
兵
器
の
探
査
・
発
掘
・
鑑
定
等
の
作

業
を
行
う
現
地
調
査
等
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
企
業
等
は
な
い
。

五
に
つ
い
て

二



前
回
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
一
月
二
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
四
六
号
）
に
お
い
て
「
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
技
術
に
係

る
調
査
研
究
に
つ
い
て
は
、
そ
の
対
象
範
囲
が
明
確
で
な
い
」
と
し
た
の
は
、
お
尋
ね
の
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
技
術
の
「
対

象
範
囲
」
が
明
確
で
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
、
調
査
研
究
の
詳
細
を
把
握
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

ま
た
、
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
国
問
研
と
社
団
法
人
日
本
防
衛
装
備
工
業
会
等
の
役
割
分
担
は
明
確
で
あ
り
、

遺
棄
化
学
兵
器
処
理
事
業
の
調
査
研
究
に
要
し
た
費
用
が
不
透
明
で
あ
る
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
前
回
答
弁
書
に
お
け
る
「
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
事
業
」
と
「
苅
田
町
の
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
事
業
」
に
要

し
た
金
額
の
違
い
の
妥
当
性
の
説
明
は
、
適
切
に
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三


